
 

 

 

第 33 回 砂川市農業委員会定例総会議事録 
 

 

１．開催日時 令和８年３月 25 日（水）午後１時 30 分から午後２時 40 分 

 

２．開催場所 砂川市役所 ２階 中会議室 

 

３．出席委員（12人） 

会長        13番  関尾 一史 

委員        １番  片桐 幸示    ２番  渡部 延三 

３番  髙橋  凌    ４番  竹田 安宏 

          ５番  菊地  匡    ６番  井上 善博 

           ７番  笹島 敏彦    ８番  渡邊 達郎 

       10番  角丸  章        11番  小野寺一晃 

    12番  垣野 芳博 

 

４．欠席委員（１人）    ９番  猿渡万里子 

 

５．議事日程 

   報告第１号  農業者年金に関する申請について 

   報告第２号  農地法第 18 条第６項の規定による合意解約の通知について 

報告第３号  農地所有適格法人の要件確認について 

   議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号  農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 11 項の規定による 

農用地利用集積等促進計画の要請について 

   議案第３号  「農地利用の最適化の推進に関する指針」の見直しについて 

   議案第４号  「令和８年度最適化活動の目標の設定等」の決定について 

   議案第５号  「令和８年度砂川市農業委員会事業計画」の決定について 

その他 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長      野田  勉 

事務局次長     奥山 雅喜 

事務局事務係長   佐々木也一 

 

 

 



７．会議の概要 

事務局次長  皆様、お疲れ様です。定刻となりましたので、ただいまより第 33 回砂川市

農業委員会定例総会を開会いたします。 

はじめに、本日の欠席者についてご報告いたします。議席番号９番の猿渡万

里子委員が所用により欠席となっております。 

次に、本日の総会の出席委員数は、砂川市農業委員会規則第６条の規定に定

める定数を満たしておりますので、総会は成立していることを報告いたしま

す。 

それでは、会長よりご挨拶をいただき、以降、会長のお手元で議事進行をお

願いいたします。 

会長     ＜開会挨拶＞ 

議長     はじめに、本日の議事録署名人の指名ですが、議席番号３番の髙橋凌委員と、

４番の竹田安宏委員です。よろしくお願いいたします。 

       それでは、報告に入ります。 

       報告第１号「農業者年金に関する申請について」、事務局より説明願います。 

事務局     では、報告第１号をご説明いたします。議案の１ページをお開き願います。 

案件は２件です。 

１件目、農業者老齢年金裁定請求が、令和８年２月 24 日に砂川市北光 170 

番地の菅原久さんより届出されました。 

２件目、令和８年２月 28 日に砂川市西豊沼 80 番地の伊藤信男さんが亡くな 

られたことに伴い、奥様の伊藤良子さんより届出がありました。これら２件と

も、既に専決処分としましたことをご報告いたします。以上です。 

議長     ただいま、報告第１号の説明がありましたが、ご質問等ございませんか。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、報告のとおり承認してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは本件を承認いたします。 

       続きまして、報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通

知について」事務局より説明願います。 

事務局    では報告第２号をご説明いたします。議案の２ページをご覧願います。案件

は１件です。１番、貸主が滝川市緑町７丁目１番４号、谷川涼子さん、借主は

砂川市北光 170 番地、菅原久さん、土地の表示は北光 171 番、地目は公募が宅

地で現況が畑、面積 323.96 ㎡、以下、記載のとおり計２筆、面積 3,984.96 ㎡

です。契約内容は、農地法第３条の規定による賃貸借を設定していたもので、

その期間は、平成 21 年４月 24 日から令和８年 12 月 31 日、合意成立日は令和

８年３月５日、土地の引き渡しの時期は本日です。以上、ご報告いたします。 

議長     ただいま、報告第２号の説明がありましたが、ご質問等ございませんか。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、報告のとおり承認してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは本件を承認いたします。 

続きまして、報告第３号「農地所有適格法人の要件確認について」、事務局

より説明願います。 

事務局    では、報告第３号をご説明いたします。議案の３ページをお開き願います。 

案件は１件、「株式会社サンライズ・アグリ」です。別紙１の「農地所有適

格法人要件確認書」を上から順に見ていきたいと思います。経営面積は畑が



1.98ha、法人形態は株式会社、事業の種類は、そばであり、売上高は全額が農

業による売上となっておりますので、売上高の過半が農業によるという要件を

満たしております。次に、議決権を持つ構成員３人全員が農業常時従事者であ

り、裏面中段をご覧いただきまして、理事等の役員である３人全員が農業に常

時従事しておりますので、両項目とも過半要件を満たしています。以上のとお

り、「株式会社 サンライズ・アグリ」は農地所有適格法人の要件を全て満た

していることを確認しております。 

議長     ただいま、報告第３号の説明がありましたが、ご質問等ございませんか。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、報告のとおり承認してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは本件を承認いたします。 

              続きまして、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

事務局より提案願います。 

事務局    では、議案第１号をご説明いたします。案件は３件です。まず、議案の４ペ

ージをご覧願います。 

１番、出し手・譲渡人は、砂川市西５条北 15 丁目 37 番地 23、笹原京子さ

ん、受け手・譲受人は、札幌市西区山の手３条 12 丁目３番 12 号、社会福祉法

人札幌緑花会 理事長 出店正隆さん、受け手は、現時点で経営面積はなく、

労働力は、知的障がい者支援施設砂川希望学院の施設職員３名となっておりま

す。対象となる土地の表示は、焼山 322 番１、地目は公募・現況とも田、面積

9,232 ㎡、以下、記載のとおり計４筆、面積 18,006 ㎡になります。図面は 18

ページの第１号図に示しており、法律関係は売買であります。 

申請理由につきまして、出し手の笹原さんは「親から相続により取得した農

地について、今後農業を営む予定がないことから、札幌緑花会砂川希望学院か

らの譲渡の申し出に応じるため」とのことであり、受け手の緑花会は、「知的

障がい者支援施設 砂川希望学院の利用者の作業訓練用農地とする社会福祉

事業目的のため」とのことであります。本件は、農地の権利移動の不許可の例

外となる案件であり、「法人が、法人の試験研究目的で農地を取得する場合」

や「教育や医療、社会福祉事業を行う法人が業務の運営に必要な施設の用に供

する場合」においては、例外的に農地法第３条の許可を受けられ、本件はこの

例外に該当いたします。また、本件に関する、農地法第３条第２項の判定要件

につきましては、別紙２の調査書に記載のとおり判定要件を満たしていること

から、本件は許可できるものと考えます。なお、農作業につきましては、施設

利用者 12 名前後に対し、職員２名を配置し、そばを中心とした作物を耕作し

ていく予定とのことでございます。 

続きまして議案の５ページをお開き願います。２番、出し手・貸主は、砂川

市北光 241 番地１、前谷篤さん、受け手・借主は、砂川市北光 313 番地５、前

谷拓さん、経営面積は、田が 125,894.22 ㎡となっており、労働力は２名です。

対象となる土地の表示は、北光 240 番１、地目は公募が畑で現況が田、面積

1,927 ㎡、以下、記載のとおり計 25 筆、面積 122,284.86 ㎡になります。図面

は 19 ページの第２号図に示しており、法律関係は使用貸借、期間は本日から

令和 18 年３月 24 日までの 10 年となっております。申請理由につきまして、

出し手の篤さんは「農業後継者である息子に経営移譲するため」とのことであ

り、受け手の拓さんは、「経営移譲を受け、安定した農業経営にあたるため」

とのことであります。本件に関する、農地法第３条第２項の判定要件につきま

しては、別紙３の調査書に記載のとおり判定要件を満たしていることから、本



件は許可できるものと考えます。 

続きまして議案の６ページをご覧願います。３番、出し手・譲渡人は、砂川

市西７条南 12 丁目２番２号、野崎満さん、受け手・譲受人は、砂川市西豊沼

142 番地、株式会社 NAKAMICHIFARM 代表取締役 中道盛之さん、経営面積は

田が 126,242 ㎡、畑が 5,060.34 ㎡、計 131,302.34 ㎡となっており、労働力は

２名です。対象となる土地の表示は、西豊沼 51 番２、地目は公募・現況とも

田、面積 470 ㎡、以下、記載のとおり計３筆、面積 5,496 ㎡になります。図面

は 20 ページの第３号図に示しており、法律関係は売買です。申請理由につき

まして、出し手の野崎さんは「長年耕作を依頼している中道さんへ譲渡したい

ため」とのことであり、受け手の NAKAMICHIFARM さんは、「規模拡大を図るた

め」とのことであります。本件に関する、農地法第３条第２項の判定要件につ

きましては、別紙４の調査書に記載のとおり判定要件を満たしていることか

ら、本案件は許可できるものと考えます。 

以上、議案第１号のご説明といたします。ご審議をお願いいたします。 

議長     ただいま、議案第１号の説明がありましたが、ご質問等ございませんか。 

全員     なし。 

議長     質問・意見がないようですので、本件を許可してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは本件を許可することといたします。 

       続きまして、議案第２号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第

１１項の規定による農用地利用集積等促進計画の要請について」事務局より提

案願います。 

事務局    では、議案第２号ご説明いたします。議案の７ページをお開き願います。案

件は６件、すべて賃貸借の案件であり、１番と２番が継続案件、３番から６番

が新規案件となります。 

それではまず１番、計画番号は令和７年度賃第 25 号、公告予定年月日は令

和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 菊地匡さん、出し手・貸主

は、砂川市北光 244 番地３、森田恭正さん、借主及び転貸主は、札幌市中央区

北５条西６丁目１番地 23、北海道農業公社、受け手・転借主は、砂川市北光

241 番地１、前谷拓さん、農地の所在等は北光 243 番、地目は公募・現況とも

田、面積 1,322 ㎡、以下、記載のとおり計６筆、面積 48,530 ㎡、対価は年額

455,000 円、これは水張面積に単価 11,000 円を乗じた額になります。支払期

限等は、毎年 12 月 20 日までに指定口座に振り込むこととし、期間は令和８年

４月 20 日から令和 17 年 12 月 31 日までの９年９か月、法律関係は賃貸借、図

面は 21 ページ、第４号図に示しております。本件の要件確認については、別

紙５の調査書のとおり、必要な要件を満たしているため、要請できる案件と考

えます。 

次に議案の８ページをご覧願います。２番、計画番号は令和７年度賃第 26

号、公告予定年月日は令和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 菊

地匡さん、出し手・貸主は、滝川市花月町１丁目７番 11 号、土井美知子さん、

受け手・転借主は、砂川市北光 228 番地、林浩平さん、農地の所在等は北光

272 番１、地目は公募が原野で現況が田、面積 2,132 ㎡、以下、記載のとおり

計８筆、面積 16,359.42 ㎡、対価は年額 213,000 円、これは水張面積に単価

12,000 円を乗じた額になります。支払期限等は、毎年 12 月 20 日までに指定

口座に振り込むこととし、期間は令和８年４月 20 日から令和８年 12 月 31 日

までの９か月、法律関係は賃貸借、図面は 22 ページ、第５号図に示しており

ます。本件の要件確認については、別紙６の調査書のとおり、必要な要件を満



たしているため、要請できる案件と考えます。 

次に９ページをお開き願います。３番、計画番号は令和７年度賃第 27 号、

公告予定年月日は令和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 関尾一

史さん、出し手・貸主は、砂川市西２条南５丁目１番 24 号、原幸子さん、受

け手・転借主は、砂川市東豊沼 250 番地、加藤将太郎さん、農地の所在等は宮

城の沢 44 番５、地目は公募・現況とも田、面積 5,042 ㎡、以下、記載のとお

り計８筆、面積 42,145 ㎡、対価は年額 168,000 円、これは地積に単価 4,000

円を乗じた額になります。支払期限等は、毎年 12 月 20 日までに指定口座に振

り込むこととし、期間は令和８年４月 20 日から令和８年 12 月 31 日までの９

か月、法律関係は賃貸借、図面は 23 ページ、第６号図に示しております。本

件の要件確認については、別紙７の調査書のとおり、必要な要件を満たしてい

るため、要請できる案件と考えます。 

なお、この後ご説明する４番と５番も同様になりますが、加藤さんは宮城の

沢一体を借りて、そばを耕作するとのことでございます。また、賃借料を低め

に設定していますが、これは、昨年の農地利用状況調査において、皆さんに現

地をご確認いただいておりますが、土地の整備等がかなり必要な状況であるこ

とから、そこを踏まえて、出し手と協議し決めた金額になります。 

次に議案の 10 ページをご覧願います。４番、計画番号は令和７年度賃第 28

号、公告予定年月日は令和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 関

尾一史さん、出し手・貸主は、江別市いずみ野 28 番地の 12、吉尾美紀子さん、

受け手・転借主は、砂川市東豊沼 250 番地、加藤将太郎さん、農地の所在等は

宮城の沢９番１、地目は公募・現況とも田、面積 17,399 ㎡、以下、記載のと

おり計５筆、面積 18,673 ㎡、対価は年額 56,000 円、これは地積に単価 3,000

円を乗じた額になります。支払期限等は、毎年 12 月 20 日までに指定口座に振

り込むこととし、期間は令和８年４月 20 日から令和８年 12 月 31 日までの９

か月、法律関係は賃貸借、図面は 24 ページ、第７号図に示しております。本

件の要件確認については、別紙８の調査書のとおり、必要な要件を満たしてい

るため、要請できる案件と考えます。 

次に議案の 11 ページをお開き願います。５番、計画番号は令和７年度賃第

29 号、公告予定年月日は令和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 関

尾一史さん、出し手・貸主は、砂川市宮城の沢９番地、杉浦孝之さん、受け手・

転借主は、砂川市東豊沼 250 番地、加藤将太郎さん、農地の所在等は宮城の沢

９番２、地目は公募・現況とも田、面積 9,652 ㎡、以下、記載のとおり計４筆、

面積 21,210 ㎡、対価は年額 63,000 円、これは地積に単価 3,000 円を乗じた額

になります。支払期限等は、毎年 12 月 20 日までに指定口座に振り込むことと

し、期間は令和８年４月 20 日から令和８年 12 月 31 日までの９か月、法律関

係は賃貸借、図面は 24 ページ、第７号図に示しております。本件の要件確認

については、別紙９の調査書のとおり、必要な要件を満たしているため、要請

できる案件と考えます。 

次に議案の 12 ページをご覧願います。６番、計画番号は令和７年度賃第 30

号、公告予定年月日は令和８年４月 20 日、申出者は、農地流動化推進員 猿

渡万里子さん、出し手・貸主は、砂川市焼山 148 番地、奥山良治さん、受け手・

転借主は、砂川市東５条南 11 丁目２番 15 号、齊藤雅紀さん、農地の所在等は

焼山 213 番１、地目は公募・現況とも田、面積 359 ㎡、以下、記載のとおり計

18 筆、面積 12,122.15 ㎡、対価は年額 143,000 円、これは地積に単価 13,000

円を乗じた額になります。支払期限等は、毎年 12 月 20 日までに指定口座に振

り込むこととし、期間は令和８年４月 20 日から令和９年 12 月 31 日までの１



年９か月、法律関係は賃貸借、図面は 25 ページ、第８号図に示しております。

本件の要件確認については、別紙 10 の調査書のとおり、必要な要件を満たし

ているため、要請できる案件と考えます。以上です。 

議長     ただいま、議案第２号の説明がありましたがご質問・ご意見等ございません

か。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、本件については異議なしと認めることとしてよろ

しいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは異議なしと認め、北海道農業公社に要請することといたします。 

       続きまして、議案第３号「農地利用の最適化の推進に関する指針の見直しに

ついて」、事務局より提案願います。 

事務局    では、議案第３号についてご説明いたします。別紙 11-1 上段に「見直し前」

と記載されている資料と 11-2「見直し後」と記載されている資料をご用意く

ださい。 

こちらの最適化の推進に関する指針については、毎年、最適化活動の目標に

ついてご説明する際に触れているところですが、本指針は、農業委員会等に関

する法律第７条に基づき、すべての農業委員会において策定が義務付けられて

いるものであります。 

指針の内容としましては、令和 15 年２月末を期限とした、農地等の利用の

最適化の推進に関する「目標」、「推進方法」及び「目標に対する評価方法」

を定めております。また、指針は一度策定して終わりではなく、３年ごとに目

標の達成状況や法改正等を踏まえて、見直しを行うこととされております。そ

して、本年が見直しの時期にあたることから、提案するものであります。なお、

提案にあたっては事前に検討委員会において審議し内容を確認しております。 

別紙を比較してご覧いただきたいのですが、１枚目の主な変更点としては、

人・農地プランが廃止され、新たに 10 年後を見据えた「地域計画」が策定さ

れたことにより、その部分に関連する文を削除しております。また、２ページ

から３ページ目にかけては、年次や集積率、農林業センサス 2020 から 2025

の変更に伴う数値の更新しております。 

また、３ページの２の集積率につきましては、令和 15 年２月末の目標値は、

砂川市農業経営基盤強化基本構想に基づく数値を目標としており、目標を達成

するまでの集積面積を若干変更しています。ほか、遊休農地は引き続き０の維

持を目標とし、新規参入者についても、個人は毎年一人、法人は３年で１法人

を目標とするなど、それぞれの推進方法については現行どおりとしたいと考え

ております。こちらの内容でよろしければ、今後、本指針を市のホームページ

で公表する予定としております。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

議長     ただいま、議案第３号の説明がありましたがご質問・ご意見等ございません

か。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、本件を決定してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは異議なしと認め、本件を決定することといたします。 

       続きまして、議案第４号「令和８年度最適化活動の目標の設定等の決定につ

いて」、事務局より提案願います。 

事務局    では、議案第４号をご説明いたします。別紙 12 をご用意願います。こちら



の内容も検討委員会においてご確認いただいたうえで、お示ししているもので

あり、先ほどご承認いただいた指針に基づき作成しております。 

１枚目は現在の農業委員会の体制や農家や農地の概要になりますので、目 

標値の設定はなく、現状の実態を示しております。なお、農家数については、

農林業センサス 2025 の数値を用いており、新しい数値となっております。 

次に、２ページ目、農地の集積についてですが、現時点において、集積面 積

は、1,140.4ha で全農地 1,500ha に占める割合は 76.0%となっており、昨年度

の 74.8％から 1.2 ポイント増加となっております。この集積率を令和 15 年２

月末までに集積率 95％、集積面積 1,425ha まで引き上げる必要があり、その

達成に向けて年間 40.7ha ずつ担い手へ集積していく必要があることから、こ

の目標値としております。 

中段、（２）の遊休農地の解消については、遊休農地は発生していないこと

から、引き続き０の維持を目標しています。 

次のページ、（３）は新規参入の促進についてですが、令和５年度は、東豊

沼の高橋里佳さんと合同会社 NOUMAL さん、令和６年度は池田愛莉さん、令和

７年度は片岸直也さんが新規就農となっております。 

②の目標は、年度ごとの賃貸借・使用貸借・売買によって動いた農地の面積

が記載されており、３か年の平均は 143.3ha になります。 

続いて、２．最適化活動の活動目標ということで、推進員の最適化活動を行

う日数目標は、今年度と同じく引き続き、月８日以上と設定したいと思います。 

次に、（２）活動強化月間の設定目標は、12 月～３月が農地の集積という

ことで、この間、皆様に行っていただいた調整活動を記載しております。②の

遊休農地解消は、利用状況調査や農業者へアンケートを行うことで遊休農地発

生防止に繋げていきます。③の新規参入の促進は、新規就農フェアもそうです

が、砂川市の地域おこし協力隊などを就農に繋げるために、皆様の力もお借り

しているので、このように記載しております。 

下段、（３）新規参入相談会への参加目標については、北海道新規就農者フ

ェアに１名以上、ご参加いただくことを目標としたいと思います。 

以上を令和８年度の最適化活動の目標設定としたいと考えております。な

お、こちらの目標についても今後、市のホームページで公表することとなって

おります。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

議長     ただいま、議案第４号の説明がありましたがご質問・ご意見等ございません

か。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、本件を決定してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは異議なしと認め、本件を決定することといたします。 

       続きまして、議案第５号「令和８年度砂川市農業委員会事業計画の決定につ

いて」、事務局より提案願います。 

事務局    では、議案第５号をご説明いたします。別紙 13 をご用意願います。こちら

が、次年度の事業計画（案）となりますが、内容についてご説明いたします。 

１．定例総会日については、25 日開催を基本としておりますが、25 日が休    

日の場合は、前倒しとしています。なお、７月は農業委員の改選時期であるた

め、21 日に設定しており、８月は総会後に玉葱作況調査があり近年の高温に

より、25 日では日程が逼迫する可能性があるため 21 日に設定しています。 

２．農業委員会だよりの発行については、引き続き年３回発行したいと思い



ます。次年度も引き続き、農政課と連携しながら、その時の話題等を記事に盛

り込んでいきたいと考えております。 

３．作況調査については、これまで実施していた果樹作況調査につきまして、

現状、果樹農家さんが、三谷さんと関尾会長の２件と調査対象がしぼられてお

り、比較等が困難な状況であることから令和８年度計画には盛り込みませんで

した。他の新たな作物の調査について検討委員会において審議しましたが、他

の作物の調査を実施するとなるとどうしても皆さんが忙しい時期と重なり、さ

らに負担が増してしまうため、新たな調査は設けておりません。 

４．農地利用状況調査は、農地法第 30 条に基づき 10 月に実施します。次の

ページご覧いただきまして、５．研修会・視察等についても、例年どおり研修

会等に参加し、必要があれば勉強会も実施したいと思います。 

６．交流行事については、11 月 25 日に交流を目的として、ボウリング大会  

を開催したいと思います。 

７．農業者年金の加入促進活動は、引き続き行っていくものになります。 

８．検討委員会の内容は、昨年度と同様、検討していきたいと思います。 

以上が、次年度の計画になります。ご審議よろしくお願いいたします。 

議長     ただいま、議案第５号の説明がありましたがご質問・ご意見等ございません

か。 

全員     なし。 

議長     質問がないようですので、本件を決定してよろしいですか。 

全員     異議なし。 

議長     それでは異議なしと認め、本件を決定することといたします。 

      本日の議題は以上ですが、全体を通して委員の皆様から何かございませんか。 

全員    なし。 

議長     それでは、特にないようですので、「その他事項」に入ります。 

       では、事務局より説明願います。 

 

事務局    １．議会関連等報告（事務局長） 

         ・令和８年第１回砂川市定例会 

 

２. 農政課報告（事務局次長） 

  ・令和８年度予算 

  ・砂川市農業委員報酬 

 

       ３. 令和７年度中空知農業委員会協議会会長・事務局長会議（事務局次長） 

・日 時  ２月 27 日（金） 15：30～ 

・場 所  浦臼町役場 １階 集会室 

・出席者  関尾会長、奥山事務局次長 

 

       ４．北海道新規就農フェア（事務局） 

         ・日 時  ２月 28 日（土） 10:30～ 

         ・場 所  ホテルポールスター札幌 

         ・出 者  渡邊委員、農協職員、農政課職員、事務局職員 

 

       ５．一般社団法人北海道農業会議第 100 回総会（事務局） 

         ・日 時  ３月 18 日（火） 

         ・場 所  第二水産ビル（札幌市） 



                  ・対 応  書面による議決権行使 

 

       ６．・日     時  ４月６日（月） 

         ・場     所  ラ・カンパーニュホテル深川（深川市） 

         ・出席予定者  関尾会長、野田事務局長 

 

              ７．農業委員会委員の募集に関する結果（事務局） 

          ２月 17 日から３月 18 日まで募集した結果、別紙 14 のとおり推薦・

応募があり、３月 19 日に砂川市ホームページならびに砂川市掲示場で

公表しました。 

 

       ８．農地流動化アンケートの集計（事務局） 

         ・配 布   256 部 （昨年度 264 部） 

         ・回 答   187 部 （昨年度 192 部） 

         ・回答率   73.0％（昨年度 72.7％） 

         ・規模拡大希望    25 件（昨年度 27 件） 

         ・規模縮小・離農希望 69 件（昨年度 72 件） 

 

       ９．農業委員会だより（令和８年春号）の配布（事務局） 

         ・配布方法  委員各位が担当地区の農業者に配布 

         ・発行時期  ４月上旬 

         ・配布期限  ５月上旬 

 

10．記録簿の提出（事務局） 

・農業委員として行った活動を記入し、３月分を事務局に提出してく  

ださい。 

・データで提出する方は、メールに添付し事務局へ送信してください。 

（メールアドレス：nogyo@city.sunagawa.lg.jp） 

 

       11.「令和７年度推進委員等の最適化活動の点検・評価」の記入・提出 

（事務局） 

                   農林水産省通知「農業委員会による最適化活動の推進等について」に

基づき、各委員は４月末までに別紙 15 の「令和７年度推進委員等の最

適化活動の点検・評価」を提出することとされています。別紙 14 は、

各農業委員が今年度の活動を振り返り、自ら点検・評価を行うものです。 

          事務局で３月分までの数値を記載し４月上旬に各委員に配布します

ので、各委員は１（２）②「自己の点検・評価」欄（網掛・太枠内）を

記載し、４月の定例総会時に提出してください。その後、５月の定例総

会において、各委員の活動に対して農業委員会による点検・評価を行い

ます。 

 

       12．「令和８年度参考賃借料」の設定（事務局） 

         ・別紙 16 により説明。 

 

13．協議会報告（協議会長） 

 

議長     只今の報告でご質問等ございませんか。 



全員     なし。 

議長     特にないようですので、次回の日程を確認したいと思います。 

       次回の総会は、令和８年４月 24 日、金曜日の午後１時半からですのでよろ

しくお願いします。 

それでは、最後に一言ご挨拶申し上げて閉会したいと思います。 

＜議長挨拶＞ 

以上で本定例総会を閉会します。お疲れ様でした。 
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